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資料３

徳島県保健福祉部医療政策課

東部構想区域における推進区域の設定及び
区域対応方針の策定について



都
道
府
県

○「地域医療構想」は、2025年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能
ごとに2025年の医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む
「ガイドライン」を作成。平成２７年３月に発出。

○「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」
を策定。平成２８年度中に全都道府県で策定済み。

※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに
医療需要と病床の必要量を推計

・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

(機能が
見えに
くい) 

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、
「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択
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地域医療構想について



毎年度の病床機能報告
（各医療機関の現状の機能と2025年の予定）

地域医療構想で定める必要病床量
（2025年における「各病期の患者発生量」）
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地域医療構想の推進

地域医療構想調整会議を活用した
医療機関相互の協議

医療機関における自主的な取組

地域医療介護総合確保基金の活用

現状と将来の医療受療の比較

地域医療構想の実現に向けた取組とPDCA

（比較※）

（※）地域医療構想で推計した将来の病床の必要量と
病床機能報告の機能別病床数は、算出方法が異
なるため、単純比較できないことに留意が必要



推進区域の設定について
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東部医療圏
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本県における推進区域の設定について

推進区域

（設定理由）
・バランスのとれた「医療機能の分化と連携」を推進するため、
引き続き、病床機能の転換等を進める必要があること

・県において、医療機関の「自主的な取組」を支援するため、
基金を活用した補助事業等の支援を継続していく必要があること

※南部医療圏、西部医療圏においては、総病床数や機能ごとの病床数が、
必要量に均衡してきており、現状の維持を図っていくことが必要

（設定手順）
・R6.6.24第１回東部地域医療構想調整会議にて協議
・R6.7.31 国より設定通知

（参考）モデル推進区域は、本県では設定なし
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対応方針の策定について

77
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＜対応方針＞

国からの「推進区域」設定を受けて、東部構想区域における
現状の整理と国における新たな取組（事業）を踏まえた、
2025年（R7）への取組方針を定めるもの
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対応方針の策定について①

記載内容項目

【地域医療構想の理念に加え、国が示す「新たな地域医療構想」の方向性を記載】

• 外来医療・在宅医療等を含めた議論を進め、「治す医療」を担う医療機関と
「治し、支える医療」を担う医療機関の役割分担の明確化を図る。

• 構想の基本理念である「行き場のない患者を生み出さず、全ての患者の状態に
適応した医療・介護サービスが提供されること」を目指し、医療と介護の連携
や地域で患者を支える体制づくりも同時に進め、医療・介護関係者、市区町村
等と一丸となって構想実現に向けて取り組む。

１．
構想区域のグランドデザイン
（２ページ）

【東部構想区域の現状を整理、課題となる救急、在宅医療に係る分析を進める】

＜現状＞

• 人口推計、医療機関数推移

• 病床区分の推移

＜課題＞

• 救急搬送件数、在宅医療需要の将来推計 ※国の資料より全国推計を掲載

２．①
構想区域の現状及び課題
（２～４ページ）
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対応方針の策定について②

東部構想区域の病床区分の推移

差し引き
(C)－(B)

差し引き
(C)－(A)

2025年
病床数の必要量

（Ｃ）

2025年の
対応方針
（Ｂ）

2023年度
病床機能報告
（Ａ）

2015年
病床数

-80-384925725301,070高度急性期

-839-9961,6052,4442,6012,372急性期

2223962,0801,8581,6841,123回復期

-666-8251,9462,6122,7713,618慢性期 10
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対応方針の策定について③

記載内容項目

平成２７年度開始 地域医療構想調整会議の設置・開催
（東部：３１、南部、２３、西部２１、全域・その他：５）

平成２８年１０月 「徳島県地域医療構想」策定

平成２８年度開始 病床機能分化・連携促進基盤整備事業（１５医療機関）

令和元年度 民間医療機関の対応方針の合意
～令和５年度 （東部：１１２機関、南部：１５機関、西部：１８機関）

令和３年度開始 病床機能再編支援事業（９医療機関）

２．③
これまでの地域医療構想の取
組について
（４ページ）

令和５年度までに合意が図られた各医療機関の具体的対応方針に基づき、病床の
機能分化・連携を着実に進めることはもとより、令和６年度から実施されている病
床適正化支援事業を活用した病床数の変動なども踏まえ、東部圏域における今後の
対応方針について改めて検証を行い、必要に応じて見直しを行う。

３．①
構想区域における対応方針
（５ページ）

県において、医療提供に係るオープンデータや、令和６年度から実施している地
域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業による成果物などを活用し、引き続
き、圏域における医療需要の動向等の見える化に努めるとともに、「地域医療構想
調整会議」における関係者間での協議等を通じて、病床の機能分化・連携に係る医
療機関の自主的な取組の一層の推進を図る。

３．②
「①構想区域における対応方
針」を達成するための取組
（５ページ）

11


